
告 示

�愛媛県規則第５９号
愛媛県立保育専門学校規則の一部を改正する規則を次のよ

うに定める。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立保育専門学校規則の一部を改正する規則

愛媛県立保育専門学校規則（昭和２８年愛媛県規則第３０号）

の一部を次のように改正する。

第７条第３号を削る。

様式第１号注�を削る。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１４５１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業経済部商工労政課並びに四国中央市役所において

告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の
名称

大規模小売店舗の
所在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ土居 四国中央市土居町
入野６６８－１ 大規模小売店舗の名称 アイコープ土居店 コープ土居 平成１６年

１０月１日
平成１７年
７月８日

大規模小売店舗において
小売業を行う者の名称

生活協同組合アイコープ
、堤製パン株式会社、う
ま農業協同組合、合名会
社信義洋行楽館

生活協同組合コープえひ
め、堤製パン株式会社

平成１５年
８月２６日

平成１６年
１０月１日

大規模小売店舗において
小売業を行う者の代表者
の氏名

生活協同組合アイコープ
理事長
岡山八重子

生活協同組合コープえひ
め理事長
大川耕三

平成１６年
１０月１日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び西条地方局産業

経済部商工労政課並びに四国中央市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１４５３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する

同法第１４条第１項の規定に基づき、国土交通大臣から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（街区基準点測量及び街区点測量）

２ 作業期間 平成１７年７月１日から平成１８年３月３１日まで

３ 作業地域 松山市、宇和島市、新居浜市
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�愛媛県告示第１４５４号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

長浜町 大字黒田の
１、大字晴
海

平成１５年度から
平成１６年度まで

長浜町の
地籍図及び地籍簿

津島町 大字近家の
一部

平成１５年度から
平成１６年度まで

津島町の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成１７年７月２２日
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�愛媛県告示第１４５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定

により、松山市畑寺土地改良区から次のとおり役員が氏名を

変更した旨の届出があった。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１４５２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示

の日から４月間縦覧に供する。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の
名称

大規模小売店舗の
所在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

コープ久米 松山市鷹子町７０ えひめ生活協同組合、フ
ォワード株式会社

生活協同組合コープえひ
め、フォワード株式会社

平成１６年
１０月１日

平成１７年
７月８日

コープ束本 松山市束本一丁目
５－５

大規模小売店舗において
小売業を行う者の名称 えひめ生活協同組合 生活協同組合コープえひ

め

コープ余戸 松山市余戸南四丁
目１９－３５

えひめ生活協同組合、株
式会社レデイ薬局

生活協同組合コープえひ
め、株式会社レデイ薬局

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業

経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

監 事 森 本 恵 克 森 川 恵 克

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

松山市 古川西地区 平成１５年度から
平成１６年度まで

松山市の
地籍図及び地籍簿

愛 媛 県 報平成１７年７月２２日 第１６７８号

７７８



�愛媛県告示第１４５６号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１４５７号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、八幡浜地方局西予土木事務所及び西予市役所において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

河 川 名 区 域

支流
鴨田小川

右岸 北宇和郡津島町大字下畑地字カモタオク戊
７０番１地先から同町大字下畑地字鴨田１４７３
番２地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字下畑地字カモタオク戊
７０番１地先から同町大字下畑地字鴨田１５３５
番１地先まで

支流
内田川

右岸 北宇和郡津島町大字下畑地字内田甲１１５６番
１地先から同町大字下畑地字吉名甲１０１２番
地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字下畑地字内田甲１１３６番
２地先から同町大字下畑地字ヨシナ丁２７０
番地先まで

小支流
長谷川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字長谷甲３６４番
２地先から同町大字上畑地字椿甲１３７番１
地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字長谷甲３６５番
２地先から同町大字上畑地字後田甲４８番１
地先まで

支流
土屋敷川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字土屋敷丁５６番
地先から同町大字上畑地字上駄馬第六号５２
番地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字上屋敷丁６４番
地先から同町大字上畑地字上屋敷丁４４番地
先まで

支流
立畑川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字岡森丙１６９番
地先から同町大字上畑地字中屋敷丙１７３番
地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字立畑丙１５３番
地先から同町大字上畑地字家ノ下丙１４９番
１地先まで

支流
土用位川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字東平丙１９５番
１地先から同町大字上畑地字宮ノ脇丙２１５
番１地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字西平丙１９３番
地先から同町大字上畑地字宮ノ脇丙１２６番
地先まで

支流
立花川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字立花川甲８０７
番地先から同町大字上畑地字長追甲５２９番
３地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字立花川甲８０６
番地先から同町大字上畑地字入宇甲７３７番
１地先まで

支流
小悦川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字畑ヶ谷第四号
７７番２地先から同町大字上畑地字番頭乙２７
番１地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字上ヶ谷第四号
８４番１地先から同町大字上畑地字番頭口甲
１８０９番地先まで

小支流
西谷川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字一谷２３番２地
先から同町大字上畑地字西谷丙７６番地先ま
で

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字西谷丙４４番地
先から同町大字上畑地字中番頭第四号７番
５地先まで

支流
鳥越川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字鳥越甲１０２７番
地先から同町大字上畑地字横田甲９３７番４
地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字鳥越甲１０１８番
地先から同町大字上畑地字宮ノ前甲１４７３番
地先まで

支流
立野川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字峯森丙２４１番
地先から同町大字上畑地字久保田丙２６３番
地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字峯森丙２３２番
地先から同町大字上畑地字久保田丙２１９番
地先まで

支流
嵐川

右岸 北宇和郡津島町嵐乙１７９番２地先から同町
嵐番外２３番１地先まで

左岸 北宇和郡津島町嵐３３０番地先から同町嵐番
外８番５地先まで

小支流
大門川

右岸 北宇和郡津島町大字上畑地字峯森陰ノヒラ
甲１２８１番１地先から同町大字上畑地字荒神
田甲１１２２番地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字上畑地字大門甲１２８５番
地先から同町大字上畑地字松浦甲１１２４番３
地先まで

幹流
汐入川

右岸 北宇和郡津島町北灘字佛川甲３００番２地先
から同町北灘字須ヶ崎甲４０２番２地先まで

左岸 北宇和郡津島町北灘字久保田甲９９番２地先
から同町北灘字汐入甲３９番６地先まで

幹流
西谷川

右岸 北宇和郡津島町北灘字西ノ谷甲１８８３番地先
から同町北灘字萩原甲２０２７番２地先まで

左岸 北宇和郡津島町北灘字西谷甲１８８５番地先か
ら同町北灘字萩原甲１９６５番２地先まで

幹流
本谷川

右岸 北宇和郡津島町北灘字白王乙２５２番１地先
から同町北灘字家ノ前乙３７２番１０地先まで

左岸 北宇和郡津島町北灘字白木乙２０２番地先か
ら同町北灘字居浦乙１５３番７地先まで

幹流
福浦川

右岸 北宇和郡津島町北灘字前田丙２６８番１地先
から同町北灘字浜新田丙１５３番地先まで

左岸 北宇和郡津島町北灘字陰ノ平丙２８１番地先
から同町北灘字新浜丙２６番地先まで

幹流
大谷川

右岸 北宇和郡津島町北灘字太場甲１５９２番地先か
ら同町北灘字新田甲２１４７番２９地先まで

左岸 北宇和郡津島町北灘字猪の甲１３８２番地先か
ら同町北灘字大場甲１１５０番３地先まで

支流
岳の奥川

右岸 北宇和郡津島町北灘字ダケノオク第四号３
１８番１地先から同町北灘字寺ノ前甲２０６３番
３地先まで

左岸 北宇和郡津島町北灘字ダケ甲１７８８番地先か
ら同町北灘字朔日田甲１７２０番３地先まで

幹流
内之洲川

右岸 北宇和郡津島町北灘字奥ノ谷丁１１３３番地先
から同町北灘内ノ州丁１０８０番２地先まで

左岸 北宇和郡津島町北灘奥の谷丁１１４７番地先か
ら同町北灘内ノ州丁１２０７番４地先まで

幹流
木浦松川

右岸 北宇和郡津島町北灘字上窪乙６９６番地先か
ら同町北灘字居浦西乙４８６番１地先まで

左岸 北宇和郡津島町北灘字登々路乙５２５番地先
から同町北灘字居浦東乙３８６番地先まで

幹流
神田川

右岸 北宇和郡津島町北灘字宮谷東付丁６６８番２
地先から同町北灘字新田丁７４５番５地先ま
で

左岸 北宇和郡津島町北灘字宮谷東付丁５９７番１
地先から同町北灘字神田丁７４６番３地先ま
で
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１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地

西予市土地開発公社

代表者 西予市土地開発公社理事長 別宮 �
西予市野村町旭３６６番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西予市三瓶町垣生字家ノ前甲１６８番３から同字前新

地丙１１番６に至る地先公有水面

イ 区域

次の１点から２０点までを順次直線で結んだ線並びに

２０点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．３０メートル）における公有水面と陸との境界線

により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２５２度０４分１５秒１５６．１４メート

ルの地点

２点は、１点から真北２０度１４分０９秒４．７８メートルの

地点

３点は、２点から真北２２度５６分０３秒５．４１メートルの

地点

４点は、３点から真北２５度４７分５６秒５．４１メートルの

地点

５点は、４点から真北２８度３９分４９秒５．４１メートルの

地点

６点は、５点から真北３１度３１分４３秒２．９６メートルの

地点

７点は、６点から真北３１度３１分４３秒２．４５メートルの

地点

８点は、７点から真北３４度２３分３６秒５．４１メートルの

地点

９点は、８点から真北３７度１５分２９秒５．４１メートルの

地点

１０点は、９点から真北４０度０７分２２秒５．４１メートルの

地点

１１点は、１０点から真北４２度５９分１６秒５．４１メートルの

地点

１２点は、１１点から真北４５度５１分０９秒１．８５メートルの

地点

１３点は、１２点から真北４５度５１分０９秒３．５６メートルの

地点

１４点は、１３点から真北４８度４３分０２秒５．４１メートルの

地点

１５点は、１４点から真北５１度３４分５６秒５．４１メートルの

地点

１６点は、１５点から真北５４度２６分４９秒５．４１メートルの

地点

１７点は、１６点から真北５６度３５分００秒０．５０メートルの

地点

１８点は、１７点から真北５６度３５分００秒２．１６メートルの

地点

１９点は、１８点から真北３２７度２２分５３秒０．８３メートル

の地点

２０点は、１９点から真北３２７度２２分５３秒２．５２メートル

の地点

ウ 面積

１，２６１．０６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西予市三瓶町垣生字家ノ前甲１０９番２から同字新地

丙１４番１２に至る地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線及び１８

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２５９度５８分２７秒１２．２０メート

ルの地点

２点は、１点から真北１５９度２９分４４秒１５０．４０メート

ルの地点

３点は、２点から真北２６１度４３分０５秒１５２．９１メート

ルの地点

４点は、３点から真北３４１度５２分１１秒４３．５０メート

ルの地点

５点は、４点から真北３３０度５５分４０秒３８．６５メート

ルの地点

６点は、５点から真北３１０度２６分５２秒６．０１メートル

の地点

７点は、６点から真北３３９度００分３０秒１８．１９メート

ルの地点

８点は、７点から真北３５２度３４分３２秒１６．４８メート

ルの地点

９点は、８点から真北１６度４６分５０秒３．０２メートルの

地点

１０点は、９点から真北８６度１６分４３秒６．６２メートルの

地点

１１点は、１０点から真北３４８度２４分０５秒１４．８３メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北２６２度３２分２３秒７．７１メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３４６度０２分２１秒９．９６メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１６度３６分１８秒２４．３７メートル

の地点

１５点は、１４点から真北６９度３３分１５秒１８．２２メートル

の地点

１６点は、１５点から真北０度００分００秒７．２８メートルの

地点

１７点は、１６点から真北８０度２４分４３秒８８．８０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１６９度１８分３１秒３２．０７メート
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ルの地点

ウ 面積

２６，００６．４８平方メートル

３ 埋立地の用途

公共施設用地 約１，１９０平方メートル

公民館用地 約 ９２０平方メートル

消防用地 約 ２７０平方メートル

水路用地 約 ７０平方メートル

４ 出願年月日

平成１７年６月２８日

�������
�愛媛県告示第１４５８号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、八幡浜地方局西予土木事務所及び西予市役所において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

西予市

代表者 西予市長 三好 幹二

西予市宇和町山田２０６１番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西予市三瓶町垣生字前新地丙１番６から同字新地丙

１４番９に至る地先公有水面

イ 区域

次の１点から３５点までを順次直線で結んだ線並びに

３５点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．３０メートル）における公有水面と陸との境界線

により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２８４度２５分３６秒４９．１６メート

ルの地点

２点は、１点から真北２６０度３７分０３秒１．４８メートル

の地点

３点は、２点から真北２６０度３７分０３秒５．８４メートル

の地点

４点は、３点から真北２５９度１７分４８秒２．８１メートル

の地点

５点は、４点から真北２５９度１７分４８秒２．０５メートル

の地点

６点は、５点から真北２５７度４７分５２秒４．８３メートル

の地点

７点は、６点から真北２５５度５６分１０秒４．７９メートル

の地点

８点は、７点から真北２５３度４５分３３秒０．１９メートル

の地点

９点は、８点から真北２５３度４５分３３秒４．５６メートル

の地点

１０点は、９点から真北２５１度１４分２３秒４．７８メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２４８度４６分１５秒４．６４メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２４５度５４分２３秒４．７０メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２４３度０２分３０秒１．５７メートル

の地点

１４点は、１３点から真北２４３度０２分３０秒２．４０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２４３度０２分３０秒０．７２メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２４０度１０分３７秒４．７０メートル

の地点

１７点は、１６点から真北２３７度１８分４３秒４．７０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２３４度２６分５０秒４．７０メートル

の地点

１９点は、１８点から真北２３１度３４分５６秒３．８８メートル

の地点

２０点は、１９点から真北２３１度３４分５６秒０．８１メートル

の地点

２１点は、２０点から真北２２８度４３分０２秒４．７０メートル

の地点

２２点は、２１点から真北２２５度５１分０９秒４．７０メートル

の地点

２３点は、２２点から真北２２２度５９分１５秒４．７０メートル

の地点

２４点は、２３点から真北２２０度０７分２２秒４．７０メートル

の地点

２５点は、２４点から真北２１７度１５分２９秒４．７０メートル

の地点

２６点は、２５点から真北２１４度２３分３５秒４．７０メートル

の地点

２７点は、２６点から真北２１１度３１分４２秒４．７０メートル

の地点

２８点は、２７点から真北２０８度３９分４８秒４．７０メートル

の地点

２９点は、２８点から真北２０５度４７分５５秒４．７０メートル

の地点

３０点は、２９点から真北２０２度５６分０２秒４．７０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北２００度０４分０８秒４．２７メートル

の地点

３２点は、３１点から真北２００度０４分０８秒０．４３メートル

の地点

３３点は、３２点から真北１９７度２９分１７秒０．４１メートル

の地点

３４点は、３３点から真北１０３度０４分２５秒３．６４メートル
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の地点

３５点は、３４点から真北６０度０２分１２秒１００．１３メートル

の地点

ウ 面積

２，２５９．２１平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西予市三瓶町垣生字家ノ前甲１０９番２から同字新地

丙１４番１２に至る地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から１８点までを順次直線で結んだ線及び１８

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１点は、基点から真北２５９度５８分２７秒１２．２０メート

ルの地点

２点は、１点から真北１５９度２９分４４秒１５０．４０メート

ルの地点

３点は、２点から真北２６１度４３分０５秒１５２．９１メート

ルの地点

４点は、３点から真北３４１度５２分１１秒４３．５０メート

ルの地点

５点は、４点から真北３３０度５５分４０秒３８．６５メート

ルの地点

６点は、５点から真北３１０度２６分５２秒６．０１メートル

の地点

７点は、６点から真北３３９度００分３０秒１８．１９メート

ルの地点

８点は、７点から真北３５２度３４分３２秒１６．４８メート

ルの地点

９点は、８点から真北１６度４６分５０秒３．０２メートルの

地点

１０点は、９点から真北８６度１６分４３秒６．６２メートルの

地点

１１点は、１０点から真北３４８度２４分０５秒１４．８３メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北２６２度３２分２３秒７．７１メートル

の地点

１３点は、１２点から真北３４６度０２分２１秒９．９６メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１６度３６分１８秒２４．３７メートル

の地点

１５点は、１４点から真北６９度３３分１５秒１８．２２メートル

の地点

１６点は、１５点から真北０度００分００秒７．２８メートルの

地点

１７点は、１６点から真北８０度２４分４３秒８８．８０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北１６９度１８分３１秒３２．０７メート

ルの地点

ウ 面積

２６，００６．４８平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地 約２，１９０平方メートル

水路用地 約 ７０平方メートル

４ 出願年月日

平成１７年６月２８日

�������
�愛媛県告示第１４５９号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「

法」という。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の

出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁

、八幡浜地方局西予土木事務所及び西予市役所において告示

の日から起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名及び住所

松山市一番町四丁目４番地１

愛媛県

代表者 愛媛県知事 加戸守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

埋立区域１

西予市三瓶町垣生字サルカクボ甲４８番１から同字家

ノ前甲１０７番１に至る地先公有水面

埋立区域２

西予市三瓶町垣生字前新地丙１番３から字新地丙１４

番９に至る地先公有水面

イ 区域

埋立区域１

次の１点から４９点までを順次直線で結んだ線並びに

４９点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．３０メートル）における公有水面と陸との接する

線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字平畑下甲２８番４地先護岸

上に設置された金属鋲）は、北緯３３度２２分４８秒、東経

１３２度２４分３６秒の地点

１点は、基点から真北１５度０７分１８秒６２．９７メートル

の地点

２点は、１点から真北１０２度１２分２６秒０．９０メートル

の地点

３点は、２点から真北１２度０３分０８秒２８．７１メートル

の地点

４点は、３点から真北１２度０６分４１秒５．９５メートルの

地点

５点は、４点から真北１４度４３分３９秒５．００メートルの

地点

６点は、５点から真北１５度０５分１６秒５．００メートルの

地点

７点は、６点から真北１５度２６分２４秒５．００メートルの

地点
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８点は、７点から真北１５度４７分４６秒５．００メートルの

地点

９点は、８点から真北１６度０９分０９秒５．００メートルの

地点

１０点は、９点から真北１６度２２分２３秒１．１９メートルの

地点

１１点は、１０点から真北１０６度３５分５７秒２．２４メートル

の地点

１２点は、１１点から真北１６度３４分５９秒４．７０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北２８６度３５分５７秒２．２４メートル

の地点

１４点は、１３点から真北１６度５５分４４秒５．００メートルの

地点

１５点は、１４点から真北１７度１７分０６秒５．００メートルの

地点

１６点は、１５点から真北１７度３８分２９秒５．００メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１７度５９分５２秒５．００メートルの

地点

１８点は、１７点から真北１８度２１分１４秒５．００メートルの

地点

１９点は、１８点から真北１８度４２分３７秒５．００メートルの

地点

２０点は、１９点から真北１９度０３分５９秒５．００メートルの

地点

２１点は、２０点から真北１９度１９分１４秒２．１３メートルの

地点

２２点は、２１点から真北１９度２４分１４秒２９．９２メートル

の地点

２３点は、２２点から真北１９度２８分２０秒５．００メートルの

地点

２４点は、２３点から真北１９度２１分２０秒５．００メートルの

地点

２５点は、２４点から真北１８度５４分３６秒５．００メートルの

地点

２６点は、２５点から真北１８度０８分０８秒５．００メートルの

地点

２７点は、２６点から真北１７度０１分４５秒５．００メートルの

地点

２８点は、２７点から真北１５度３５分１０秒５．００メートルの

地点

２９点は、２８点から真北１３度４８分１２秒５．００メートルの

地点

３０点は、２９点から真北１１度４０分４９秒５．００メートルの

地点

３１点は、３０点から真北９度５８分３４秒２．１２メートルの

地点

３２点は、３１点から真北９８度２５分２８秒２．２６メートルの

地点

３３点は、３２点から真北８度２５分２８秒４．７１メートルの

地点

３４点は、３３点から真北２７８度２５分２８秒２．２６メートル

の地点

３５点は、３４点から真北６度１５分２９秒５．００メートルの

地点

３６点は、３５点から真北３度５９分１６秒５．００メートルの

地点

３７点は、３６点から真北１度４３分０３秒５．００メートルの

地点

３８点は、３７点から真北３５９度２６分４９秒５．００メートル

の地点

３９点は、３８点から真北３５７度１０分３６秒５．００メートル

の地点

４０点は、３９点から真北３５４度５４分２３秒５．００メートル

の地点

４１点は、４０点から真北３５２度３８分０９秒５．００メートル

の地点

４２点は、４１点から真北３５０度２１分５６秒５．００メートル

の地点

４３点は、４２点から真北３４８度２９分１０秒３．２８メートル

の地点

４４点は、４３点から真北７２度１５分００秒３．６５メートルの

地点

４５点は、４４点から真北３４２度１５分００秒２９．００メート

ルの地点

４６点は、４５点から真北２５２度１５分００秒５．１１メートル

の地点

４７点は、４６点から真北３３４度１９分３８秒５．００メートル

の地点

４８点は、４７点から真北３３３度０２分４３秒５．００メートル

の地点

４９点は、４８点から真北３３２度１６分５９秒２．６３メートル

の地点

埋立区域２

次の５０点から９３点までを順次直線で結んだ線、９３点

と９４点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋

２．３０メートル）における公有水面と陸との境界線、次

の９４点から１１３点までを順次直線で結んだ線並びに１

１３点と５０点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

．＋２．３０メートル）における公有水面と陸との境界線

により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

５０点は、基点から真北２８４度２５分３６秒４９．１６メート

ルの地点

５１点は、５０点から真北２６０度３７分０３秒１．４８メートル

の地点

５２点は、５１点から真北２６０度３７分０３秒５．８４メートル

の地点

５３点は、５２点から真北２５９度１７分４８秒２．８１メートル

の地点

５４点は、５３点から真北２５９度１７分４８秒２．０５メートル

の地点

５５点は、５４点から真北２５７度４７分５２秒４．８３メートル
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の地点

５６点は、５５点から真北２５５度５６分１０秒４．７９メートル

の地点

５７点は、５６点から真北２５３度４５分３３秒０．１９メートル

の地点

５８点は、５７点から真北２５３度４５分３３秒４．５６メートル

の地点

５９点は、５８点から真北２５１度１４分２３秒４．７８メートル

の地点

６０点は、５９点から真北２４８度４６分１５秒４．６４メートル

の地点

６１点は、６０点から真北２４５度５４分２３秒４．７０メートル

の地点

６２点は、６１点から真北２４３度０２分３０秒１．５７メートル

の地点

６３点は、６２点から真北２４３度０２分３０秒２．４０メートル

の地点

６４点は、６３点から真北２４３度０２分３０秒０．７２メートル

の地点

６５点は、６４点から真北２４０度１０分３７秒４．７０メートル

の地点

６６点は、６５点から真北２３７度１８分４３秒４．７０メートル

の地点

６７点は、６６点から真北２３４度２６分５０秒４．７０メートル

の地点

６８点は、６７点から真北２３１度３４分５６秒３．８８メートル

の地点

６９点は、６８点から真北２３１度３４分５６秒０．８１メートル

の地点

７０点は、６９点から真北２２８度４３分０２秒４．７０メートル

の地点

７１点は、７０点から真北２２５度５１分０９秒４．７０メートル

の地点

７２点は、７１点から真北２２２度５９分１５秒４．７０メートル

の地点

７３点は、７２点から真北２２０度０７分２２秒４．７０メートル

の地点

７４点は、７３点から真北２１７度１５分２９秒４．７０メートル

の地点

７５点は、７４点から真北２１４度２３分３５秒４．７０メートル

の地点

７６点は、７５点から真北２１１度３１分４２秒４．７０メートル

の地点

７７点は、７６点から真北２０８度３９分４８秒４．７０メートル

の地点

７８点は、７７点から真北２０５度４７分５５秒４．７０メートル

の地点

７９点は、７８点から真北２０２度５６分０２秒４．７０メートル

の地点

８０点は、７９点から真北２００度０４分０８秒４．２７メートル

の地点

８１点は、８０点から真北２００度０４分０８秒０．４３メートル

の地点

８２点は、８１点から真北１９７度２９分１７秒０．４１メートル

の地点

８３点は、８２点から真北１０３度０４分２５秒３．６４メートル

の地点

８４点は、８３点から真北１９１度２０分３４秒１．８０メートル

の地点

８５点は、８４点から真北２８３度０４分２５秒２．６２メートル

の地点

８６点は、８５点から真北１９１度２０分３４秒２０．０８メート

ルの地点

８７点は、８６点から真北１０１度２０分３４秒２．６２メートル

の地点

８８点は、８７点から真北１９１度２０分３４秒０．９０メートル

の地点

８９点は、８８点から真北２８１度２０分３４秒４．４７メートル

の地点

９０点は、８９点から真北１８３度００分１１秒５．０３メートル

の地点

９１点は、９０点から真北１８０度００分５６秒４．７４メートル

の地点

９２点は、９１点から真北１７７度０９分０３秒４．７４メートル

の地点

９３点は、９２点から真北１７５度０２分３６秒２．２３メートル

の地点

９４点は、基点から真北２５２度０４分１５秒１５６．１４メート

ルの地点

９５点は、９４点から真北２０度１４分０９秒４．７８メートルの

地点

９６点は、９５点から真北２２度５６分０３秒５．４１メートルの

地点

９７点は、９６点から真北２５度４７分５６秒５．４１メートルの

地点

９８点は、９７点から真北２８度３９分４９秒５．４１メートルの

地点

９９点は、９８点から真北３１度３１分４３秒２．９６メートルの

地点

１００点は、９９点から真北３１度３１分４３秒２．４５メートル

の地点

１０１点は、１００点から真北３４度２３分３６秒５．４１メート

ルの地点

１０２点は、１０１点から真北３７度１５分２９秒５．４１メート

ルの地点

１０３点は、１０２点から真北４０度０７分２２秒５．４１メート

ルの地点

１０４点は、１０３点から真北４２度５９分１６秒５．４１メート

ルの地点

１０５点は、１０４点から真北４５度５１分０９秒１．８５メート

ルの地点

１０６点は、１０５点から真北４５度５１分０９秒３．５６メート

ルの地点

１０７点は、１０６点から真北４８度４３分０２秒５．４１メート

ルの地点

１０８点は、１０７点から真北５１度３４分５６秒５．４１メート
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ルの地点

１０９点は、１０８点から真北５４度２６分４９秒５．４１メート

ルの地点

１１０点は、１０９点から真北５６度３５分００秒０．５０メート

ルの地点

１１１点は、１１０点から真北５６度３５分００秒２．１６メート

ルの地点

１１２点は、１１１点から真北３２７度２２分５３秒０．８３メー

トルの地点

１１３点は、１１２点から真北３２７度２２分５３秒２．５２メー

トルの地点

ウ 面積

埋立区域１ ２，５３８．１７平方メートル

埋立区域２ ２，１９３．１２平方メートル

合 計 ４，７３１．２９平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

埋立区域１

西予市三瓶町垣生字平畑下甲２８番３から同字家ノ前

甲１０９番２に至る地先公有水面及び陸域

埋立区域２

西予市三瓶町垣生字家ノ前甲１０９番２から同字新地

丙１４番１２に至る地先公有水面及び陸域

イ 区域

埋立区域１

次の１点から１３点までを順次直線で結んだ線及び１３

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字平畑下甲２８番４地先護岸

上に設置された金属鋲）は、北緯３３度２２分４８秒、東経

１３２度２４分３６秒の地点

１点は、基点から真北１８度２６分４３秒１２．９５メートル

の地点

２点は、１点から真北１０２度０４分０８秒１１９．７９メート

ルの地点

３点は、２点から真北１８度２０分５６秒２０７．８２メートル

の地点

４点は、３点から真北４度２３分３６秒１５５．６２メートル

の地点

５点は、４点から真北２６１度４３分０５秒１５２．９１メート

ルの地点

６点は、５点から真北１６５度３６分２６秒５１．５２メート

ルの地点

７点は、６点から真北１８１度１１分０４秒３０．７７メート

ルの地点

８点は、７点から真北２８２度５６分１５秒６．８４メートル

の地点

９点は、８点から真北２０５度４９分１３秒１２．９４メート

ルの地点

１０点は、９点から真北２１６度３４分２５秒４６．００メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北１６８度５１分１３秒５０．８０メート

ルの地点

１２点は、１１点から真北１９１度４６分２８秒８３．１５メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北１０２度０４分４５秒３．００メートル

の地点

埋立区域２

次の１４点から３１点までを順次直線で結んだ線及び３１

点と１４点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町垣生字新地丙１４番１１地先東川河

口部の右岸側護岸上に設置された金属鋲）は、北緯３３

度２３分０４秒、東経１３２度２４分４２秒の地点

１４点は、基点から真北２５９度５８分２７秒１２．２０メート

ルの地点

１５点は、１４点から真北１５９度２９分４４秒１５０．４０メート

ルの地点

１６点は、１５点から真北２６１度４３分０５秒１５２．９１メート

ルの地点

１７点は、１６点から真北３４１度５２分１１秒４３．５０メート

ルの地点

１８点は、１７点から真北３３０度５５分４０秒３８．６５メート

ルの地点

１９点は、１８点から真北３１０度２６分５２秒６．０１メートル

の地点

２０点は、１９点から真北３３９度００分３０秒１８．１９メート

ルの地点

２１点は、２０点から真北３５２度３４分３２秒１６．４８メート

ルの地点

２２点は、２１点から真北１６度４６分５０秒３．０２メートルの

地点

２３点は、２２点から真北８６度１６分４３秒６．６２メートルの

地点

２４点は、２３点から真北３４８度２４分０５秒１４．８３メート

ルの地点

２５点は、２４点から真北２６２度３２分２３秒７．７１メートル

の地点

２６点は、２５点から真北３４６度０２分２１秒９．９６メートル

の地点

２７点は、２６点から真北１６度３６分１８秒２４．３７メートル

の地点

２８点は、２７点から真北６９度３３分１５秒１８．２２メートル

の地点

２９点は、２８点から真北０度００分００秒７．２８メートルの

地点

３０点は、２９点から真北８０度２４分４３秒８８．８０メートル

の地点

３１点は、３０点から真北１６９度１８分３１秒３２．０７メート

ルの地点

ウ 面積

埋立区域１ ４６，３９６．４２平方メートル

埋立区域２ ２６，００６．４８平方メートル

合 計 ７２，４０２．９０平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約４，２５０平方メートル

漁港施設用地 約 ３９０平方メートル

護岸用地 約 ９０平方メートル
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４ 出願年月日

平成１７年６月２８日

�������
�愛媛県告示第１４６０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、松山市役所にお

いて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧するこ

とができる。

平成１７年７月２２日

松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

松山市大可賀三丁目５２５番４及び１４５５番に接する大可

賀防潮堤、大可賀１号護岸及び大可賀３号護岸の地先公

有水面

� 区域

次の各点を順次に結んだ線及び３５の地点と３４の地点と

を結んだ線により囲まれた区域

基点（松山市南吉田町無番地の国土地理院松山空港四

等三角点）は、北緯３３度５０分０１秒２３９、東経１３２度４１分

３９秒１２７の地点

３４の地点は、基点から真北１２度０８分５２秒１，７４４．３９メー

トルの地点

３６の地点は、３４の地点から真北３８度１４分３２秒８．８２メー

トルの地点

３７の地点は、３６の地点から真北９度１３分０９秒２６６．２１メ

ートルの地点

１８の地点は、３７の地点から真北８７度１３分３９秒２２０．４０メ

ートルの地点

１７の地点は、１８の地点から真北１３２度１３分３９秒２１．０２

メートルの地点

１６の地点は、１７の地点から真北１７７度４１分５６秒５３．３３

メートルの地点

１５の地点は、１６の地点から真北１８０度３０分４２秒３９．８８

メートルの地点

２８の地点は、１５の地点から真北１８３度３４分５９秒１４８．６９

メートルの地点

２７の地点は、２８の地点から真北１８７度４８分４３秒７２．３７

メートルの地点

２６の地点は、２７の地点から真北１８６度５２分０９秒４６．０１

メートルの地点

２５の地点は、２６の地点から真北１８９度１８分３９秒１９．８８

メートルの地点

２４の地点は、２５の地点から真北２４６度２９分００秒１９．３９

メートルの地点

３５の地点は、２４の地点から真北３０２度０１分０９秒２２１．０３

メートルの地点

� 面積

８５，０９４．６８平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成８年３月１４日 愛媛県指令７港第４９２号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年７月２２日

�������
�愛媛県告示第１４６１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という

。）第２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する

工事のしゅん功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、宇和島市役所に

おいて告示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧する

ことができる。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域

� 位置

宇和島市戸島一番耕地３９５１番地先から同４０６７番地先ま

での公有水面

� 区域

次の基点１から１８点までを順次直線で結んだ線並びに

１８点から基点１を結ぶ春分の日及び秋分の日の満潮位（

Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面の接する

線により囲まれた区域

基点１は、北緯３３度１３分３８秒、東経１３２度１３分３８秒の

地点

２点は、基点１から真北８６度３０分００秒７．２０メートルの

地点

３点は、２点から真北１８３度００分００秒５．３０メートルの

地点

４点は、３点から真北２７３度００分００秒０．２０メートルの

地点

５点は、４点から真北１８３度００分００秒０．５０メートルの

地点

６点は、５点から真北９３度００分００秒０．２０メートルの地

点

７点は、６点から真北１８３度００分００秒１９．５０メートル

の地点

８点は、７点から真北２７３度００分００秒０．２０メートルの

地点

９点は、８点から真北１８３度００分００秒０．５０メートルの

地点

１０点は、９点から真北９３度００分００秒０．２０メートルの地
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点

１１点は、１０点から真北１８３度００分００秒１９．５０メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２６１度００分００秒１．３０メートルの

地点

１３点は、１２点から真北１８４度００分００秒２０．６０メートル

の地点

１４点は、１３点から真北６７度３０分００秒１．７０メートルの地

点

１５点は、１４点から真北１２７度００分００秒４０．３０メートル

の地点

１６点は、１５点から真北２１４度４５分００秒３．５０メートルの

地点

１７点は、１６点から真北１２１度４５分００秒２５．３０メートル

の地点

１８点は、１７点から真北２１８度４５分００秒４．２０メートルの

地点

� 面積

１，１０１．２３平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

昭和５１年７月２９日 愛媛県指令河第４８８号

４ しゅん功認可年月日

平成１７年７月２２日

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ＡＰＲ形オートバイ用無線機の購入

� 購入物品名及び数量

ＡＰＲ形オートバイ用無線機（ＡＰＲ－ＡＵ１） ４７

式

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１８年２月２４日

� 納入場所

愛媛県警察本部

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「機械器具類」について平

成１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資

格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ

たり円滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

�愛媛県告示第１４６２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１７松局建（開）第２２号

平成１７年７月１１日

東温市南方字上砂６３０番１、６３０番２、６３０番１０、６３０番１１及び６３０番
１２

高松市太田下町２１９６番地
渡 部 功

東温市南方６２９番地６
渡 部 桂

松山市道後町二丁目３番４号
株式会社松平不動産
代表取締役 松 平 定 理

１７松局建（開）第２３号

平成１７年７月１１日
伊予郡松前町大字大溝字橘５１４番４

伊予郡松前町大字北黒田２０９番地１
ビルゴ・レオーネＣ棟１０３

武 智 貴 勇

１７松局建（開）第２４号

平成１７年７月１３日
伊予郡松前町大字中川原字廣末６８４番２

伊予郡松前町大字中川原６５０
多 賀 利 明
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〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線２２３２

� 入札書の受領期限

平成１７年８月２９日（月）午後３時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年８月２９日（月）午後３時３０分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１７年７月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

ＡＰＲ形携帯用無線機の購入

� 購入物品名及び数量

ＡＰＲ形携帯用無線機（ＡＰＲ－ＷＴ１） ４０式

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成１８年２月２４日

� 納入場所

愛媛県警察本部

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「機械器具類」について平

成１７年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資

格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわ

たり円滑に実施できる者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部警務部会計課調度第二係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線２２３２

� 入札書の受領期限

平成１７年８月２９日（月）午後４時００分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１７年８月２９日（月）午後４時００分

愛媛県警察本部 第一会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

愛 媛 県 報平成１７年７月２２日 第１６７８号
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公安委員会規則

雑 報

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

�愛媛県公安委員会規則第８号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１７年７月２２日

愛媛県公安委員会委員長 � 村 典 子

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する

規則等の一部を改正する規則

（愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規

則の一部改正）

第１条 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関す

る規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を

次のように改正する。

別表第１の�の表吉田交番の項から北灘駐在所の項まで
を次のように改める。

吉田交番 宇和島市吉
田町東小路

宇和島市のうち吉田町浅川、吉田
町魚棚、吉田町裡町、吉田町本町
、吉田町北小路、吉田町立間尻、
吉田町知永、吉田町鶴間、吉田町
南君（立目、牛川）、吉田町西小
路、吉田町東小路

立間駐在
所

宇和島市吉
田町立間

宇和島市のうち吉田町法花津（一
般国道５６号以東）、吉田町立間

玉津駐在
所

宇和島市吉
田町法花津

宇和島市のうち吉田町深浦、吉田
町法花津（一般国道５６号以東を除
く。）、吉田町白浦

喜佐方駐
在所

宇和島市吉
田町沖村

宇和島市のうち吉田町沖村、吉田
町奥浦、吉田町河内、吉田町南君
（立目、牛川を除く。）

津島交番 宇和島市津
島町岩松

宇和島市のうち津島町岩松、津島
町高田、津島町北灘丁

清満駐在
所

宇和島市津
島町岩渕

宇和島市のうち津島町岩渕、津島
町増穂、津島町山財

御槇駐在
所

宇和島市津
島町御内

宇和島市のうち津島町御内、津島
町槇川、津島町下畑地（上槇）

畑地駐在
所

宇和島市津
島町上畑地

宇和島市のうち津島町上畑地、津
島町下畑地（上槇を除く。）

下灘駐在
所

宇和島市津
島町嵐

宇和島市のうち津島町田之浜、津
島町曽根、津島町脇、津島町田颪
、津島町泥目水、津島町坪井、津
島町弓立、津島町鼡鳴、津島町横
浦、津島町嵐、津島町針木、津島
町浦知、津島町塩定、津島町柿之
浦、津島町曲烏、津島町平井、津
島町漁家、津島町成、津島町須下
、津島町後、津島町鰹網代、津島
町竹ヶ島、津島町大浦

北灘駐在
所

宇和島市津
島町北灘

宇和島市のうち津島町近家、津島
町北灘甲、津島町北灘乙、津島町
北灘丙

別表第１の�の表三間駐在所の項位置の欄中「北宇和郡
三間町」を「宇和島市三間町宮野下」に改め、同項所管区

の欄中「北宇和郡三間町」を「宇和島市のうち三間町大内

、三間町大藤、三間町音地、三間町金銅、三間町兼近、三

間町川之内、三間町北増穂、三間町黒井地、三間町黒川、

三間町小沢川、三間町古藤田、三間町是延、三間町是能、

三間町則、三間町曽根、三間町田川、三間町戸雁、三間町

土居垣内、三間町土居中、三間町中野中、三間町波岡、三

間町成家、三間町迫目、三間町増田、三間町三間中間、三

間町宮野下、三間町務田、三間町元宗」に改める。

（愛媛県道路交通規則の一部改正）

第２条 愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規

則第２号）の一部を次のように改正する。

別表４７の項区間の欄中「北宇和郡三間町大字迫目３３１番

から宇和島市伊吹町１４７０番５」を「宇和島市三間町迫目３

３１番から同市伊吹町１４７０番５」に改め、同表５９の項同欄中

「北宇和郡三間町大字迫目３３１番から同町大字迫目４３番２

」を「宇和島市三間町迫目３３１番から同町迫目４３番２」に

改め、同表６０の項同欄中「北宇和郡三間町宮野下４４番１」

を「宇和島市三間町宮野下４４番１」に改め、同表６１の項同

欄中「北宇和郡三間町宮野下４４番１から同町大字元宗１００

番２」を「宇和島市三間町宮野下４４番１から同町元宗１００

番２」に改め、同表１０３の項同欄中「北宇和郡三間町宮野

下７４５番５」を「宇和島市三間町宮野下７４５番５」に改め

る。

（警備業法施行細則の一部改正）

第３条 警備業法施行細則（平成１５年愛媛県公安委員会規則

第６号）の一部を次のように改正する。

別表１３中「のうち松野町及び鬼北町（」を「（鬼北町に

ついては、」に改める。

附 則

この規則は、平成１７年８月１日から施行する。

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１７年７月１２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１７年７月２２日

愛媛県収用委員会

愛 媛 県 報平成１７年７月２２日 第１６７８号
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会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道１１号改築工事（新居浜バイパス・愛媛県新居浜市寿町地内から同県同市西喜光地町地内まで）及びこれに伴う市

道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１７年７月１２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１７年７月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道１１号改築工事（新居浜バイパス・愛媛県新居浜市寿町地内から同県同市西喜光地町地内まで）及びこれに伴う市

道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１７年７月１２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１７年７月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

不明た
だし、
甲４３６３
番４
又は
上記地
番地先
道路

宅地
又は
──

宅地
１，０１０．４１
又は
──

１２．１５ ２．４４

不明ただし、
愛媛県新居浜市松原町９番１６
号

�橋 卓三
又は
愛媛県新居浜市一宮町一丁目
５番１号

新居浜市

─── ──

使用貸借権者
愛媛県新居浜市松原町９番
１６号

�橋 綾
又は
なし

使 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

不明た
だし、
甲４３６３
番４
又は
上記地
番地先
道路

宅地
又は
──

宅地
１，０１０．４１
又は
──

１２．１５ ０．９９

不明ただし、
愛媛県新居浜市松原町９番１６
号

�橋 卓三
又は
愛媛県新居浜市一宮町一丁目
５番１号

新居浜市

─── ──

使用貸借権者
愛媛県新居浜市松原町９番
１６号

�橋 綾
又は
なし

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

甲４３６３
番４ 宅地 宅地 １，０１０．４１ ８５５．５６ ７７９．８０

愛媛県新居浜市松原町９番１６
号

�橋 卓三
─── ──

使用貸借権者
愛媛県新居浜市松原町９番
１６号

�橋 綾

甲４３６３
番６ 宅地 宅地 ６６０．５８ ６５９．６７ ６５９．６７

愛媛県新居浜市松原町９番１６
号

�橋 卓三
─── ──

使用貸借権者
愛媛県新居浜市松原町９番
１６号

�橋 綾

使 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

甲４３６３
番４ 宅地 宅地 １，０１０．４１ ８５５．５６ １４．１５

愛媛県新居浜市松原町９番１６
号

�橋 卓三
─── ──

使用貸借権者
愛媛県新居浜市松原町９番
１６号

�橋 綾

愛 媛 県 報平成１７年７月２２日 第１６７８号

７９０
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国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道１１号改築工事（新居浜バイパス・愛媛県新居浜市寿町地内から同県同市西喜光地町地内まで）及びこれに伴う市

道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１７年７月１２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１７年７月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道１１号改築工事（新居浜バイパス・愛媛県新居浜市寿町地内から同県同市西喜光地町地内まで）及びこれに伴う市

道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１７年７月１２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１７年７月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道１１号改築工事（新居浜バイパス・愛媛県新居浜市寿町地内から同県同市西喜光地町地内まで）及びこれに伴う市

道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

甲４３６３
番４地
先道路

── 道路 ── ── ２．６２
愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番
１号

新居浜市
─── ── ──────

使 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

甲４３６３
番４地
先道路

── 道路 ── ── １．６０
愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番
１号

新居浜市
─── ── ──────

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

不明た
だし、
甲４３８０
番９
又は
上記地
番地先
道路

宅地
又は
──

宅地
１５６．２９
又は
──

３．６１ ０．２０

不明ただし、
愛媛県新居浜市松原町９番４５号

神野 道夫
又は
愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番
１号

新居浜市

─── ── ──────

使 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

不明た
だし、
甲４３８０
番９
又は
上記地
番地先
道路

宅地
又は
──

宅地
１５６．２９
又は
──

３．６１ ０．９６

不明ただし、
愛媛県新居浜市松原町９番４５号

神野 道夫
又は
愛媛県新居浜市一宮町一丁目５番
１号

新居浜市

─── ── ──────

愛 媛 県 報平成１７年７月２２日 第１６７８号

７９１
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�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１７年７月１２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１７年７月２２日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

国土交通大臣

２ 事業の種類

一般国道１１号改築工事（新居浜バイパス・愛媛県新居浜市寿町地内から同県同市西喜光地町地内まで）及びこれに伴う市

道付替工事並びにこれらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示

関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿現 況 公 簿
��

実 測
��

使用しようとす
る土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

愛媛県新居
浜市松原町 甲４３８０番９ 宅地 宅地 １５６．２９１５０．９６ ０．５０ 愛媛県新居浜市松原町９番４５号神野 道夫 ─── ── ──────

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所有権以外の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

甲４３６３
番３ 宅地 宅地 ７．５５ １１．４８ ０．９５愛媛県新居浜市松原町９番１６号�橋 紕嘉子 ─── ──

使用貸借権者
東京都武蔵野市緑町一丁目
２番１３号（ただし、住民票
の住所 愛媛県新居浜市松
原町９番１６号）

�橋 大三

甲４３６３
番５ 宅地 宅地 ３０３．６８３０５．０４ ２８３．８２愛媛県新居浜市松原町９番１６号�橋 紕嘉子 ─── ──

使用貸借権者
東京都武蔵野市緑町一丁目
２番１３号（ただし、住民票
の住所 愛媛県新居浜市松
原町９番１６号）

�橋 大三

使 用
愛媛県
新居浜
市松原
町

甲４３６３
番３ 宅地 宅地 ７．５５ １１．４８ １．０９愛媛県新居浜市松原町９番１６号�橋 紕嘉子 ─── ──

使用貸借権者
東京都武蔵野市緑町一丁目
２番１３号（ただし、住民票
の住所 愛媛県新居浜市松
原町９番１６号）

�橋 大三

甲４３６３
番５ 宅地 宅地 ３０３．６８３０５．０４ ５．９９愛媛県新居浜市松原町９番１６号�橋 紕嘉子 ─── ──
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